
�愛媛県告示第１４７９号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の２第１項の規定により、次のとおりクリーニング師の資質の向上を図るための研修

を指定した。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 研修の名称

クリーニング師研修

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 井 元 弘

３ 研修の種類、開催日及び場所

種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２５年２月２４日（日）
松山市花園町３－６
学校法人河原学園
愛媛医療専門大学校

平成２５年３月１０日（日） 大洲市東大洲２７０－１
大洲市総合福祉センター

４ 受講料

５，０００円
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�愛媛県告示第１４８０号
クリーニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第８条の３の規定により、次のとおりクリーニング所又は無店舗取次店の業務に関する知識

の修得及び技能の向上を図るための講習を指定した。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の名称

クリーニング業務従事者講習

２ 主催者

東京都港区新橋六丁目８番２号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

理事長 井 元 弘

３ 研修の種類、開催日及び場所

発 行 愛 媛 県
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種 類 開 催 日 場 所

集合して行う研修 平成２５年２月２４日（日）
松山市花園町３－６
学校法人河原学園
愛媛医療専門大学校

平成２５年３月１０日（日） 大洲市東大洲２７０－１
大洲市総合福祉センター

４ 受講料

４，５００円

�������
�愛媛県告示第１４８１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、西予市野村町蔵良地域に係る県営土地改良事業計画を変更し

たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・貝吹蔵良地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１２月１２日から平成２５年１月１６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び野村支所
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�愛媛県告示第１４８２号

次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町川上９８９、１００２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

河辺町川上９８９・１００２（以上２筆について次の図に示す部

分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び大洲市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１４８３号

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１３１条第２項の規定により、愛

媛県内水面漁場管理委員会委員として、次の者を平成２４年１２月１日

選任した。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

種 別 氏 名 住 所 職 業

漁業者代表 本 多 義 雄 伊予郡松前町中川原５４８ 団 体 役 員

岡 村 重 治 西条市中野甲１３０８－４ 団 体 役 員

和 田 敏 夫 四国中央市金砂町小川山２２
２４ 団 体 役 員

小 山 欽 也 宇和島市津島町岩松３８８－
５ 団 体 役 員

採捕者代表 梅 木 正 勝 伊予郡砥部町原町７４９ 団 体 役 員

白 石 勝 久 松山市中村２－７－２４ 団 体 役 員

学識経験者 武 井 糸 松山市南高井町７４３－３ 民間団体代
表

高 木 基 裕 松山市畑寺１－２－１７ 大学准教授

斉 藤 智 子 松山市菅沢町乙６４２－３ ＮＰＯ法人
代表

武 山 絵 美 松山市上市１丁目２－４５－
２０６ 大学准教授

�愛媛県告示第１４８４号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定に基づき、次のとおり建設業者の営業の停止を命じた。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������

愛 媛 県 報平成２４年１２月１１日 第２４２８号

１０８７
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�愛媛県告示第１４８５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所において縦覧に供する。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

中ノ浦Ｃ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次

結んだ線、標柱８号と標柱９号を国道３７８号山側官民境界線で結ん

だ線及び標柱９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 町 村 字 地 番 標 柱

西予市 三瓶町 有網代 殿浦 １４７番 １号

１５０番 ２号

１５３番 ３、４、５号

立石 １５６番３ ６号

殿浦 １４６番４ ７、８号

１４６番１ ９号

肉淵Ａ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線、標柱１３号と標柱１４号を県道高知伊予三島線北側官民境界

線で結んだ線、標柱１４号から標柱１５号までを順次結んだ線及び標柱

１５号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 字 地 番 標 柱

新居浜市 別子山 保土野 乙４４１番１０ １、２、１５号

乙４４１番１ ３、４号

乙４４１番３ ５号

肉淵 乙４３７番１ ６、７、８、９号

乙４３５番１ １０、１１、１２、１３号

乙４４１番６ １４号

�愛媛県告示第１４８６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、国土交通省四国地方整備局松山河川国

道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２４年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２４年１２月１１日から

平成２５年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市
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�愛媛県告示第１４８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市大町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２４年１２月１１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 田 演 昭 西条市福武甲２９番地２

〃 本 田 和 男 西条市福武甲１０７番地４

〃 明 日 勇 雄 西条市大町６８３番地１

〃 明 日 信 雄 西条市福武甲１２９８番地

〃 丹 誠 一 西条市福武甲１９７４番地

〃 浮 田 善 高 西条市福武甲１７８３番地

〃 盛 実 昇 西条市福武甲１６２５番地３

〃 藤 田 正 一 西条市福武甲１６１９番地１

〃 山 本 朝 光 西条市福武甲９８６番地

〃 加 藤 幸 一 西条市明神木９３番地２

〃 一 色 信 之 西条市明神木９２番地１

〃 岩 間 勇 次 西条市大町１１４８番地

〃 伊 藤 寅 市 西条市大町１２６０番地１

〃 加 藤 喜 義 西条市大町９７９番地３

許可番号 許 可
年 月 日

商 号 又
は 名 称 代表者氏名

主 た る
営 業 所 の
所 在 地

営業の停
止を命じ
た年月日

停 止 を 命 じ た
営 業 の 範 囲

営業の停止を
命じた期間

営業の停止を命ずる
原因となった事実

（般－２４）
第００１８５７号

平成２４年
１０月３０日

株式会社
南予建設

芝 ツルコ 北宇和郡鬼北
町大字小倉
１３０７番地１

平成２４年
１２月１１日

建設業の営業のうち、公共工事に
係るもの及び補助金等の交付を受
けている民間工事に係るもの
注１ 「公共工事」とは、国、地

方公共団体、法人税法（昭和
４０年法律第３４号）別表第１に
掲げる公共法人（地方公共団
体を除く。）又は建設業法施
行規則（昭和２４年建設省令第
１４号）第１８条に規定する法人
が発注者である建設工事及び
民間資金等の活用による公共
施設等の整備等の促進に関す
る法律（平成１１年法律第１１７
号）第２条第２項に規定する
特定事業に係る建設工事をい
う。

２ 「民間工事」とは、公共工
事以外の建設工事をいう。

３ 「補助金等」とは、補助金
等に係る予算の執行の適正化
に関する法律（昭和３０年法律
第１７９号）第２条第１項に規
定する補助金等及び同条第４
項に規定する間接補助金等並
びに地方公共団体の交付する
給付金でこれらに類するもの
をいう。

平成２４年１２月
１１日から
平成２４年１２月
２５日まで
（１５日間）

株式会社南予建設は、平
成２４年５月２９日に代表者
及び経営業務の管理責任
者が変更しているにもか
かわらず、建設業法にお
ける変更届の期限内の届
出を怠り、２４年７月から
８月にかけて、前代表者
名で本県と３件の工事請
負契約を締結するという
不誠実な行為を行った。

愛 媛 県 報平成２４年１２月１１日 第２４２８号

１０８８



〃 高 橋 元 正 西条市大町１０５８番地

〃 真 鍋 稔 西条市神拝甲６６番地

〃 木 藤 計 広 西条市大町４６８番地１３

〃 安 部 正 則 西条市朔日市１３９番地

〃 藤 田 利 高 西条市飯岡３１８８番地

監 事 冨 山 雅 夫 西条市大町１０９２番地

〃 丹 澄 夫 西条市福武甲２０６０番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 田 演 昭 西条市福武甲２９番地２

〃 本 田 和 男 西条市福武甲１０７番地４

〃 明 日 勇 雄 西条市大町６８３番地１

〃 明 日 信 雄 西条市福武甲１２９８番地

〃 丹 澄 夫 西条市福武甲２０６０番地

〃 浮 田 善 高 西条市福武甲１７８３番地

〃 盛 実 昇 西条市福武甲１６２５番地３

〃 藤 田 正 一 西条市福武甲１６１９番地１

〃 山 本 朝 光 西条市福武甲９８６番地

〃 金 子 明 西条市明神木５８番地

〃 加 藤 幸 一 西条市明神木９３番地２

〃 岩 間 勇 次 西条市大町１１４８番地

〃 伊 藤 寅 市 西条市大町１２６０番地１

〃 加 藤 喜 義 西条市大町９７９番地３

〃 高 橋 元 正 西条市大町１０５８番地

〃 日 野 喜 政 西条市大町１３２２番地２

〃 木 藤 計 広 西条市大町４６８番地１３

〃 加 藤 公 雄 西条市朔日市８９番地

〃 藤 田 利 高 西条市飯岡３１８８番地

監 事 野 間 和 幸 西条市福武甲１４６９番地

〃 冨 山 雅 夫 西条市大町１０９２番地

�愛媛県告示第１４８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１２月１１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県選挙管理委員会告示第８４号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年１２月１１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第３６号

平成２４年１１月３０日
伊予郡松前町大字浜字萱田１０６８番１

伊予郡松前町大字浜９１３番地９

玉 井 信 二

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

新居浜市立女性総合センタ

ー

省略 新居浜市立女性総合センタ

ー

省略

新居浜市営野球場 新居浜市新須賀町三丁

目２番５４号

８，５００

省略 省略
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平成２４年１２月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２４年１２月１１日 第２４２８号

１０８９


